
非正規労働者と正社員の不合理な待遇格差を
是正する「同一労働同一賃金」化。
給与や手当、福利厚生も含め見直す範囲は広く、解釈が難しいもの。
さらに大きく立ちはだかるのが「賞与」「退職金」の支給基準について。
これら手当は支給額も大きく、
人件費の大幅な上昇につながりかねません。
最新の最高裁判決も参考にしつつ、
実務・法律に詳しい専門家より、正しい解釈をお伝えします。




